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授業の概要
及びねらい

教職課程の学生を対象とする本講義の目的は、法の基本原理と基本構造について充分な理
解を得ることである。講義は3つの領域によって構成する。第1は法と社会生活との関わり
であり、第2は法の歴史的源流であり、第3は法の構造と機能である。この法の構造と機能
は国際的な関係も含んでいる。これらの領域に分類できる原理と構造は具体的に憲法として
成文化されることから日本国憲法をこの講義の中心に捉える。そこで、本講義の到達目標を
憲法の条文を通じ上記の3点を解説できるようになることとする。

授 業 の
到 達 目 標

1）憲法の基礎知識を原理原則から理解する。
2）基本的人権とその保障について理解する。
3）幸福追求権と法の下の平等について理解する。
4）各種人権（自由権、社会権、参政権）について理解する。
5）国民の義務を説明できる。
6）統冶機構（国会、内閣、裁判所）について理解する。
7）地方自治を理解する。
8）主権論、平和主義について理解する。
9）憲法と国際法の関係について理解する。
10）条約の性質を理解する。

学 習 方 法 講義

テキスト及
び参考書等

テキスト：安藤高行編『エッセンス憲法』（法律文化社）
参考書：井上正人ほか編『ポケット六法平成26年版』（有斐閣）

評 価 基 準 ・ 方 法 到 達 目 標
知識・理解 思考・判断 関心・意欲・態度 技能・表現 評価割合％

定期試験 ◎ 80
小テスト等
宿題・授業外レポート
授業態度 ○ 10
受講者の発表
授業への参加度 ○ 10

その他

合 計 100
（表中の記号 ○評価する観点 ◎評価の際に重視する観点）

授業計画（学習内容・キーワードとスケジュール）
第 1 週 社会生活と法（1）：法治主義と三権分立
第 2 週 社会生活と法（2）：国民主権と民主主義
第 3 週 法の源流（1）：市民社会と自由権の成立
第 4 週 法の源流（2）：市民社会と社会権の成立
第 5 週 法の源流（3）：日本国憲法の成立と人権
第 6 週 日本国憲法の構造（1）：国民主権と人権
第 7 週 日本国憲法の構造（2）：戦争放棄と人権
第 8 週 日本国憲法の構造（3）：公共福祉と人権
第 9 週 日本国憲法の構造（4）：各種人権（自由権、社会権、参政権）
第10週 日本国憲法の構造（5）：立法機関
第11週 日本国憲法の構造（6）：行政機関
第12週 日本国憲法の構造（7）：司法機関
第13週 国際法と国際関係（1）：憲法と国際法
第14週 国際法と国際関係（2）：憲法と国際人権
第15週 まとめ
第16週 定期試験

備 考
予習・復習を行い、講義に臨むこと。
基本的にはテキストに沿って講義を進めるが、必要に応じて、適宜資料等を配布する。
法学・日本国憲法を履修していることが望ましい。

―352―




